
「2025 年度改正税法の手引き」ご購入の皆様へ 

2025 年 4月 株式会社ＪＰＢＭ 

 

ご 案 内 
 

令和７年度税制改正関連法は、３月 31日（月）の参議院本会議で可決後、再度衆院本会議にて

成立し、同日の官報特別号外第８号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。

施行日は原則令和７年４月１日（法附則第１条）。所得税の基礎控除の改正は、当初の税制改正大

綱より下記の自民党修正案が示された所得税の基礎控除の上乗せ（特例）に変更され行われます。

伴いまして、「2025 年度改正税法手引き」4Pの所得税基礎控除の部分が変更になりますのでご留意

頂けますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「基礎控除の特例の創設について：令和 7年 2 月 28 日自由民主党・公明党」資料より抜粋 

※NHKホームページより抜粋 


